
○宇治市建築基準法等関係事務手数料条例  

平成１２年３月３１日  

条例第２０号  

（趣旨）  

第１条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２７条の規定

により徴収する手数料のうち、建築関係の事務の手数料について

は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。  

（手数料を徴収する事務及び手数料の額）  

第２条  建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「建基法」

という。）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号。

以下「建基令」という。）の規定に基づく事務については、別表

第１に掲げる手数料を徴収する。  

２  長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８

７号。以下「長期優良住宅法」という。）の規定に基づく事務に

ついては、別表第２に掲げる手数料を徴収する。  

３  都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号

。以下「都市低炭素化法」という。）及び都市の低炭素化の促進

に関する法律施行規則（平成２４年国土交通省令第８６号。以下

「都市低炭素化法施行規則」という。）の規定に基づく事務につ

いては、別表第３に掲げる手数料を徴収する。  

４  建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律（平成２７

年法律第５３号。以下「省エネ法」という。）及び建築物のエネ

ルギー消費性能の向上等に関する法律施行規則（平成２８年国土

交通省令第５号。以下「省エネ法施行規則」という。）の規定に

基づく事務については、別表第４に掲げる手数料を徴収する。  

（手数料の徴収）  

第３条  手数料は、申請の際に徴収する。  

２  既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が特に必要がある

と認める場合については、この限りでない。  

（手数料の減免）  



第４条  市長は、公益上必要があると認める場合、総合的設計によ

る１団地の住宅施設に関する場合又は災害その他特別の理由があ

ると認める場合においては、手数料を減額し、又は免除すること

ができる。  

（委任）  

第５条  この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。  

（過料）  

第６条  詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、

その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当す

る金額が５０，０００円を超えないときは、５０，０００円とす

る。）以下の過料に処する。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、平成１２年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。  

附  則（平成１９年条例第１１号）  

（施行期日）  

１  この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

日から施行する。  

（１）  別表第４２号の次に２号を加える改正規定及び次項の規

定  公布の日  

（２）  前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び附則第３項の

規定  建築物の安全性の確保を図るための建築基準法等の一部

を改正する法律（平成１８年法律第９２号）の施行の日  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法関係事務手数料条例（以下「改正後

の条例」という。）別表第４３号及び第４４号の規定は、前項第

１号に定める日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前



の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

３  改正後の条例（別表第４３号及び第４４号を除く。）の規定は、

附則第１項第２号に定める日以後の申請に係る手数料について適

用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例によ

る。  

附  則（平成２１年条例第９号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２１年６月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法関係事務手数料条例別表の規定は、

この条例の施行の日以後の申請又は通知に係る手数料について適

用し、同日前の申請又は通知に係る手数料については、なお従前

の例による。  

３  この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の

例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為

に対する罰則の適用については、なお従前の例による。  

附  則（平成２１年条例第１９号）  

この条例は、平成２１年６月４日から施行する。  

附  則（平成２５年条例第１２号）  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則（平成２７年条例第４号）  

（施行期日）  

１  この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

日から施行する。  

（１）  別表第２の改正規定  平成２７年４月１日  

（２）  別表第１の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定  

平成２７年６月１日  

（経過措置）  

２  改正後の別表第１の規定は、前項第２号に定める日以後の申請

に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料につい



ては、なお従前の例による。  

３  附則第１項第２号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の

規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る同号に掲

げる規定の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用について

は、なお従前の例による。  

附  則（平成２８年条例第２１号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（平成２９年条例第２０号）  

（施行期日）  

１  この条例は、平成２９年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（平成３０年条例第５５号）  

（施行期日）  

１  この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法

律第６７号）附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日又はこの

条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（令和元年条例第２号）  

（施行期日）  



１  この条例は、建築基準法の一部を改正する法律（平成３０年法

律第６７号）の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い

日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（令和２年条例第９号）  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（令和３年条例第６号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和３年４月１日から施行する。ただし、別表第

１の改正規定は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（令和３年条例第２６号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和４年２月２０日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（令和４年条例第１８号）  



（施行期日）  

１  この条例は、令和４年１０月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（令和４年条例第２１号）  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日

前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。  

附  則（令和７年条例第９号）  

（施行期日）  

１  この条例は、令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の宇治市建築基準法等関係事務手数料条例の規定は、こ

の条例の施行の日以後の申請及び通知に係る手数料について適用

し、同日前の申請及び通知に係る手数料については、なお従前の

例による。  

別表第１（第２条関係）  

事務  
手数料の額（１件に

つき）  

⑴  建基法

第６条第

１項（建

基法第８

７条第１

ア  イに掲げる場合以外の場合  

床面積の

合計が３

０平方メ

ートル以

建基法第２

０条第１項

第１号から

第３号まで

建基令第４

６条第４項

に規定する

基準に適合

９，８００円  



項におい

て準用す

る場合を

含む。）

の規定に

よる建築

物に関す

る確認の

申請に対

する審査

又は建基

法第１８

条第２項

（建基法

第８７条

第１項に

おいて準

用する場

合を含む

。）の規

定による

建築物に

関する計

画の通知

に対する

審査  

内のもの  に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要としな

いもの  

するかどう

かの審査を

必要としな

いもの  

建基令第４

６条第４項

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要とする

もの  

１７，０００円  

建基法第２０条第１項

第１号から第３号まで

に規定する基準に適合

するかどうかの審査を

必要とするもの  

１９，０００円  

床面積の

合計が３

０平方メ

ートルを

超え１０

０平方メ

ートル以

内のもの  

建基法第２

０条第１項

第１号から

第３号まで

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要としな

いもの  

建基令第４

６条第４項

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要としな

いもの  

３２，０００円  

建基令第４

６条第４項

に規定する

基準に適合

５４，０００円  



するかどう

かの審査を

必要とする

もの  

建基法第２０条第１項

第１号から第３号まで

に規定する基準に適合

するかどうかの審査を

必要とするもの  

６０，０００円  

床面積の

合計が１

００平方

メートル

を超え２

００平方

メートル

以内のも

の  

建基法第２

０条第１項

第１号から

第３号まで

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要としな

いもの  

建基令第４

６条第４項

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要としな

いもの  

４１，０００円  

建基令第４

６条第４項

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要とする

もの  

６２，０００円  

建基法第２０条第１項

第１号から第３号まで

に規定する基準に適合

するかどうかの審査を

６９，０００円  



必要とするもの  

床面積の

合計が２

００平方

メートル

を超え３

００平方

メートル

以内のも

の  

建基法第２

０条第１項

第１号から

第３号まで

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要としな

いもの  

建基令第４

６条第４項

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要としな

いもの  

６８，０００円  

建基令第４

６条第４項

に規定する

基準に適合

するかどう

かの審査を

必要とする

もの  

８４，０００円  

建基法第２０条第１項

第１号から第３号まで

に規定する基準に適合

するかどうかの審査を

必要とするもの  

９４，０００円  

床面積の合計が３００平方メー

トルを超え５００平方メートル

以内のもの  

９４，０００円  

床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの  

１６６，０００円  

床面積の合計が１，０００平方 ２２７，０００円  



メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの  

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの  

４０５，０００円  

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの  

５４１，０００円  

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの  

７２２，０００円  

床面積の合計が５０，０００平

方メートルを超えるもの  

１，１６２，０００  

円  

イ  省エネ法施行規則第２条第１項に規定する特定

建築行為（同項第１号の特定建築行為に限る。）に

係る審査（建築物エネルギー消費性能適合性判定（

省エネ法第１１条第１項又は第１２条第２項の規

定による建築物エネルギー消費性能適合性判定を

いう。以下同じ。）における適合性審査を除く。）

を要する場合は、アに掲げる事務に応じて定める額

に、次の（ア）又は（イ）に掲げる床面積の合計の

区分に応じ、当該（ア）又は（イ）に定める額を加

算した額  

（ア） 一戸建ての住宅（人の居住の用以外の用に供する

部分を有しないものに限る。以下同じ。）  

床面積が２００平方メートル以

内のもの  

１５，０００円  

床面積が２００平方メートルを

超えるもの  

１６，０００円  



（イ） 共同住宅等（共同住宅、長屋その他の一戸建ての

住宅以外の住宅をいう。以下同じ。）  

床面積が３００平方メートル以

内のもの  

２７，０００円  

床面積が３００平方メートルを

超え２，０００平方メートル以

内のもの  

４２，０００円  

床面積が２，０００平方メート

ルを超え５，０００平方メート

ル以内のもの  

６６，０００円  

床面積が５，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの  

８６，０００円  

床面積が１０，０００平方メー

トルを超え２５，０００平方メ

ートル以内のもの  

１７９，０００円  

床面積が２５，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの  

３３０，０００円  

床面積が５０，０００平方メー

トルを超えるもの  

６３１，０００円  

⑵  建基法

第６条の

３第１項

又は第１

８条第５

項に規定

する構造

計算適合

床面積が２００平方メートル以

内のもの  

前号に規定する額に

、１の建築物ごとに

１２５，４１０円（

建基法第２０条第１

項第２号イ又は第３

号イに規定する国土

交通大臣の認定を受

けたプログラム（以



性判定（

以下「構

造計算適

合性判定

」という

。）を要

する建築

物に関す

る審査  

下この号において「

認定プログラム」と

いう。）を使用する

場合は、９４，９９

０円）を加算した額  

床面積が２００平方メートルを

超え５００平方メートル以内の

もの  

前号に規定する額に

、１の建築物ごとに

１４９，９４０円（

認定プログラムを使

用する場合は、１０

７，２００円）を加

算した額  

床面積が５００平方メートルを

超え１，０００平方メートル以

内のもの  

前号に規定する額に

、１の建築物ごとに

１７４，３５０円（

認定プログラムを使

用する場合は、１１

９，５２０円）を加

算した額  

床面積が１，０００平方メート

ルを超え２，０００平方メート

ル以内のもの  

前号に規定する額に

、１の建築物ごとに

１９８，８８０円（

認定プログラムを使

用する場合は、１３

１，７３０円）を加

算した額  

床面積が２，０００平方メート

ルを超え１０，０００平方メー

トル以内のもの  

前号に規定する額に

、１の建築物ごとに

２３７，６４０円（



認定プログラムを使

用する場合は、１４

９，５００円）を加

算した額  

床面積が１０，０００平方メー

トルを超え５０，０００平方メ

ートル以内のもの  

前号に規定する額に

、１の建築物ごとに

３１５，６１０円（

認定プログラムを使

用する場合は、１８

８，４９０円）を加

算した額  

床面積が５０，０００平方メー

トルを超えるもの  

前号に規定する額に

、１の建築物ごとに

５７９，７２０円（

認定プログラムを使

用する場合は、３１

８，７２０円）を加

算した額  

⑶  建基法

第８７条

の４にお

いて準用

する建基

法第６条

第１項の

規定によ

る建築設

備に関す

る確認の

建築設備を設置する場合（次に

掲げる場合を除く。）  

２３，０００円  

 

建基法第８７条の４において準

用する建基法第６条第１項、第

６条の２第１項又は第１８条第

３項若しくは第４項の規定によ

る確認済証の交付を受けた建築

設備の計画の変更をして建築設

備を設置する場合  

１６，０００円  

 



申請に対

する審査

又は建基

法第８７

条の４に

おいて準

用する建

基法第１

８条第２

項の規定

による建

築設備に

関する計

画の通知

に対する

審査  

⑷  建基法

第８８条

第１項若

しくは第

２項にお

いて準用

する建基

法第６条

第１項の

規定によ

る工作物

に関する

確認の申

請に対す

工作物を築造する場合（次に掲

げる場合を除く。）  

３７，０００円  

建基法第８８条第１項若しくは

第２項において準用する建基法

第６条第１項、第６条の２第１

項又は第１８条第３項若しくは

第４項の規定による確認済証の

交付を受けた工作物の計画の変

更をして工作物を築造する場合  

２６，０００円  



る審査又

は建基法

第８８条

第１項若

しくは第

２項にお

いて準用

する建基

法第１８

条第２項

の規定に

よる工作

物に関す

る計画の

通知に対

する審査  

⑸  建基法

第７条第

１項の規

定による

建築物に

関する完

了検査の

申請に対

する検査

又は建基

法第１８

条第２０

項の規定

ア  イに掲げる場合以外の場合  

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの  

１８，０００円  

床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以

内のもの  

３７，０００円  

床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル

以内のもの  

４２，０００円  

床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル

以内のもの  

６７，０００円  

床面積の合計が５００平方メー １２０，０００円  



による建

築物に関

する完了

の通知に

対する検

査（第８

号に規定

するもの

を除く。

）  

トルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの  

床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの  

１７９，０００円  

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの  

２７３，０００円  

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの  

３８４，０００円  

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの  

４７８，０００円  

床面積の合計が５０，０００平

方メートルを超えるもの  

８９３，０００円  

イ  省エネ法第１１条第１項に規定する要確認特定

建築行為又は省エネ法第１２条第２項に規定する

要通知特定建築行為に係る完了検査を要する場合

は、アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める

額に、次の（ア）から（エ）までに掲げる床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ当該（ア）から（エ）

までに定める額（（ア）から（エ）までの複数の区

分に該当する部分がある場合はそれぞれの区分に

応じた額を合算した額）を加算した額  

（ア） 一戸建ての住宅の住宅部分（建築物エネルギー消

費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省

・国土交通省令第１号。以下「基準省令」という。

）第１条第２項の住宅部分をいう。以下同じ。）の



床面積の合計  

２００平方メートル以内のもの  ８，４００円  

２００平方メートルを超えるも

の  

９，２００円  

（イ） 共同住宅等の住宅部分の床面積の合計  

３００平方メートル以内のもの  １７，０００円  

３００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの  

２９，０００円  

２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内の

もの  

５３，０００円  

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内

のもの  

７９，０００円  

１０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以

内のもの  

１４２，０００円  

２５，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

内のもの  

２４２，０００円  

５０，０００平方メートルを超

えるもの  

４２６，０００円  

（ウ） 工場等（基準省令第１０条第１号に規定する工場

等をいう。以下同じ。）の用途に供する部分の床面

積の合計  

３００平方メートル以内のもの  １７，０００円  

３００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のもの  

２４，０００円  

１，０００平方メートルを超え ３４，０００円  



２，０００平方メートル以内の

もの  

２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内の

もの  

８６，０００円  

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内

のもの  

１３１，０００円  

１０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以

内のもの  

１６２，０００円  

２５，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

内のもの  

２０２，０００円  

５０，０００平方メートルを超

えるもの  

２８０，０００円  

（エ） （ア）から（ウ）まで以外の部分の床面積の合計  

３００平方メートル以内のもの  ４４，０００円  

３００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のもの  

５７，０００円  

１，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以内の

もの  

７５，０００円  

２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内の

もの  

１２１，０００円  

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内

のもの  

１５８，０００円  



１０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以

内のもの  

１９０，０００円  

２５，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

内のもの  

２２３，０００円  

５０，０００平方メートルを超

えるもの  

２８９，０００円  

⑹  建基法第８７条の４において準用する

建基法第７条第１項の規定による建築設

備に関する完了検査の申請に対する検査

又は建基法第８７条の４において準用す

る建基法第１８条第２０項の規定による

建築設備に関する完了の通知に対する検

査  

３１，０００円  

⑺  建基法第８８条第１項若しくは第２項

において準用する建基法第７条第１項の

規定による工作物に関する完了検査の申

請に対する検査又は建基法第８８条第１

項若しくは第２項において準用する建基

法第１８条第２０項の規定による工作物

に関する完了の通知に対する検査  

３８，０００円  

⑻  建基法

第７条第

１項の規

定による

建築物に

関する完

了検査の

ア  イに掲げる場合以外の場合  

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの  

１６，０００円  

床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以

内のもの  

３６，０００円  

床面積の合計が１００平方メー ４１，０００円  



申請に対

する検査

又は建基

法第１８

条第２０

項の規定

による建

築物に関

する完了

の通知に

対する検

査（建基

法第７条

の３第５

項又は建

基法第１

８条第３

０項の規

定による

中間検査

合格証の

交付を受

けた建築

物に係る

ものに限

る。）  

トルを超え２００平方メートル

以内のもの  

床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル

以内のもの  

６５，０００円  

床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの  

１１８，０００円  

床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの  

１６９，０００円  

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの  

２６３，０００円  

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの  

３７４，０００円  

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの  

４６８，０００円  

床面積の合計が５０，０００平

方メートルを超えるもの  

８８３，０００円  

イ  省エネ法第１１条第１項に規定する要確認特定

建築行為又は省エネ法第１２条第２項に規定する

要通知特定建築行為に係る完了検査を要する場合

は、アに掲げる床面積の合計の区分に応じて定める

額に、次の（ア）から（エ）までに掲げる床面積の

合計の区分に応じ、それぞれ当該（ア）から（エ）

までに定める額（（ア）から（エ）までの複数の区



分に該当する部分がある場合はそれぞれの区分に

応じた額を合算した額）を加算した額  

（ア） 一戸建ての住宅の住宅部分の床面積の合計  

２００平方メートル以内のもの  ８，４００円  

２００平方メートルを超えるも

の  

９，２００円  

（イ） 共同住宅等の住宅部分の床面積の合計  

３００平方メートル以内のもの  １７，０００円  

３００平方メートルを超え２，

０００平方メートル以内のもの  

２９，０００円  

２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内の

もの  

５３，０００円  

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内

のもの  

７９，０００円  

１０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以

内のもの  

１４２，０００円  

２５，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

内のもの  

２４２，０００円  

５０，０００平方メートルを超

えるもの  

４２６，０００円  

（ウ） 工場等の用途に供する部分の床面積の合計  

３００平方メートル以内のもの  １７，０００円  

３００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のもの  

２４，０００円  

１，０００平方メートルを超え ３４，０００円  



２，０００平方メートル以内の

もの  

２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内の

もの  

８６，０００円  

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内

のもの  

１３１，０００円  

１０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以

内のもの  

１６２，０００円  

２５，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

内のもの  

２０２，０００円  

５０，０００平方メートルを超

えるもの  

２８０，０００円  

（エ） （ア）から（ウ）まで以外の部分の床面積の合計  

３００平方メートル以内のもの  ４４，０００円  

３００平方メートルを超え１，

０００平方メートル以内のもの  

５７，０００円  

１，０００平方メートルを超え

２，０００平方メートル以内の

もの  

７５，０００円  

２，０００平方メートルを超え

５，０００平方メートル以内の

もの  

１２１，０００円  

５，０００平方メートルを超え

１０，０００平方メートル以内

のもの  

１５８，０００円  



１０，０００平方メートルを超

え２５，０００平方メートル以

内のもの  

１９０，０００円  

２５，０００平方メートルを超

え５０，０００平方メートル以

内のもの  

２２３，０００円  

５０，０００平方メートルを超

えるもの  

２８９，０００円  

⑼  建基法

第７条の

３第１項

の規定に

よる建築

物に関す

る中間検

査の申請

に対する

検査又は

建基法第

１８条第

２８項の

規定によ

る建築物

に関する

特定工程

に係る工

事の終了

の通知に

対する検

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの  

１６，０００円  

床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以

内のもの  

３５，０００円  

床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル

以内のもの  

３９，０００円  

床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル

以内のもの  

５６，０００円  

床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの  

１０４，０００円  

床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの  

１６５，０００円  

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの  

２３１，０００円  

床面積の合計が５，０００平方 ２６８，０００円  



査  メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの  

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの  

４３３，０００円  

床面積の合計が５０，０００平

方メートルを超えるもの  

７５７，０００円  

⑽  建基法第７条の６第１項第１号若しく

は第２号（これらの規定を建基法第８７条

の４又は第８８条第１項若しくは第２項

において準用する場合を含む。）又は建基

法第１８条第３８項第１号若しくは第２

号（これらの規定を建基法第８７条の４又

は第８８条第１項若しくは第２項におい

て準用する場合を含む。）の規定による仮

使用の認定の申請に対する審査  

１２０，０００円  

⑾  建基法第４３条第２項第１号の規定に

よる建築の認定の申請に対する審査  

２７，０００円  

⑿  建基法第４３条第２項第２号の規定に

よる建築の許可の申請に対する審査  

３３，０００円  

⒀  建基法第４４条第１項第２号の規定に

よる建築の許可の申請に対する審査  

３３，０００円  

⒁  建基法第４４条第１項第３号の規定に

よる建築の認定の申請に対する審査  

２７，０００円  

⒂  建基法第４４条第１項第４号の規定に

よる建築の許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

⒃  建基法第４７条ただし書の規定による

建築の許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

⒄  建基法 建基法第４８条第１６項第１号 １２０，０００円  



第４８条

第１項か

ら第１４

項まで（

これらの

規定を建

基法第８

７条第２

項若しく

は第３項

又は第８

８条第２

項におい

て準用す

る場合を

含む。）

の規定の

ただし書

の規定に

よる建築

等の許可

の申請に

対する審

査  

に該当する場合  

建基法第４８条第１６項第２号

に該当する場合  

１６０，０００円  

その他の場合  １８０，０００円  

⒅  建基法第５１条ただし書（建基法第８７

条第２項若しくは第３項又は第８８条第

２項において準用する場合を含む。）の規

定による特殊建築物等の敷地の位置の許

可の申請に対する審査  

１６０，０００円  



⒆  建基法第５２条第６項第３号の規定に

よる建築物の容積率に関する特例の認定

の申請に対する審査  

２７，０００円  

⒇  建基法第５２条第１０項、第１１項又は

第１４項の規定による建築物の容積率に

関する特例の許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

(21) 建基法第５３条第４項又は第５項の規

定による建築物の建蔽率に関する特例の

許可の申請に対する審査  

３３，０００円  

(22) 建基法第５３条第６項第３号の規定に

よる建築物の建蔽率に関する制限の適用

除外に係る許可の申請に対する審査  

３３，０００円  

(23) 建基法第５３条の２第１項第３号又は

第４号（建基法第５７条の５第３項におい

て準用する場合を含む。）の規定による建

築物の敷地面積の許可の申請に対する審

査  

１６０，０００円  

(24) 建基法第５５条第２項の規定による建

築物の高さに関する特例の認定の申請に

対する審査  

２７，０００円  

(25) 建基法第５５条第３項の規定による建

築物の高さに関する特例の許可の申請に

対する審査  

１６０，０００円  

(26) 建基法第５５条第４項各号の規定によ

る建築物の高さに関する制限の適用除外

に係る許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

(27) 地域再生法（平成１７年法律第２４号）

第１７条の４４により読み替えて適用す

る建基法第５５条第４項第２号の規定に

２７，０００円  



よる建築物の高さに関する特例の認定の

申請に対する審査  

(28) 建基法第５６条の２第１項ただし書の

規定による建築物の高さの許可の申請に

対する審査  

１６０，０００円  

(29) 建基法第５７条第１項の規定による建

築物の高さに関する制限の適用除外に係

る認定の申請に対する審査  

２７，０００円  

(30) 建基法第５７条の４第１項ただし書の

規定による建築物の高さに関する特例の

許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

(31) 建基法第５８条第２項の規定による建

築物の高さに関する特例の許可の申請に

対する審査  

１６０，０００円  

(32) 建基法第５９条第１項第３号の規定に

よる建築物の容積率、建蔽率、建築面積又

は壁面の位置に関する特例の許可の申請

に対する審査  

１６０，０００円  

(33) 建基法第５９条第４項の規定による建

築物の各部分の高さに関する制限の適用

除外に係る許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

(34) 建基法第５９条の２第１項の規定によ

る建築物の容積率又は各部分の高さに関

する特例の許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

(35) 建基法第６８条の３第１項の規定によ

る建築物の容積率、同条第２項の規定によ

る建築物の建蔽率又は同条第３項の規定

による建築物の高さに関する制限の適用

除外に係る認定の申請に対する審査  

２７，０００円  



(36) 建基法第６８条の３第４項の規定によ

る建築物の各部分の高さに関する制限の

適用除外に係る許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

(37) 建基法第６８条の３第７項（建基法第８

７条第２項又は第８８条第２項において

準用する場合を含む。）の規定による建築

物の用途地域に関する制限の適用除外に

係る認定の申請に対する審査  

２７，０００円  

(38) 建基法第６８条の４の規定による建築

物の容積率に関する制限の適用除外に係

る認定の申請に対する審査  

２７，０００円  

(39) 建基法第６８条の５の２の規定による

建築物の容積率に関する特例の認定の申

請に対する審査  

２７，０００円  

(40) 建基法第６８条の５の３第２項の規定

による建築物の各部分の高さに関する制

限の適用除外に係る許可の申請に対する

審査  

１６０，０００円  

(41) 建基法第６８条の５の５第１項の規定

による建築物の容積率又は同条第２項の

規定による建築物の各部分の高さに関す

る制限の適用除外に係る認定の申請に対

する審査  

２７，０００円  

(42) 建基法第６８条の５の６の規定による

建築物の建蔽率に関する特例の認定の申

請に対する審査  

２７，０００円  

(43) 建基法第６８条の７第５項の規定によ

る建築物の容積率に関する特例の許可の

申請に対する審査  

１６０，０００円  



(44) 建基法

第８５条

第６項の

規定によ

る仮設興

行場等の

建築の許

可の申請

に対する

審査  

仮設期間が３月以内である場合  ６０，０００円  

仮設期間が３月を超える場合  １２０，０００円  

(45) 建基法第８５条第７項の規定による仮

設興行場等の建築の許可の申請に対する

審査  

１６０，０００円  

(46) 建基法

第８６条

第１項の

規定によ

る１又は

２以上の

建築物に

関する特

例の認定

の申請に

対する審

査  

建築物の数が２以下である場合  ７８，０００円  

建築物の数が３以上である場合  ７８，０００円に２

を超える建築物の数

に２８，０００円を

乗じて得た額を加算

した額  

(47) 建基法

第８６条

第２項の

規定によ

建築物（既存建築物を除く。以

下この号において同じ。）の数

が１である場合  

７８，０００円  

建築物の数が２以上である場合  ７８，０００円に１



る複数建

築物に関

する特例

の認定の

申請に対

する審査  

を超える建築物の数

に２８，０００円を

乗じて得た額を加算

した額  

(48) 建基法

第８６条

第３項の

規定によ

る１又は

２以上の

建築物に

関する特

例の許可

の申請に

対する審

査  

建築物の数が２以下である場合  ２２０，０００円  

建築物の数が３以上である場合  ２２０，０００円に

２を超える建築物の

数に２８，０００円

を乗じて得た額を加

算した額  

(49) 建基法

第８６条

第４項の

規定によ

る複数建

築物に関

する特例

の許可の

申請に対

する審査  

建築物（既存建築物を除く。以

下この号において同じ。）の数

が１である場合  

２２０，０００円  

建築物の数が２以上である場合  ２２０，０００円に

１を超える建築物の

数に２８，０００円

を乗じて得た額を加

算した額  

(50) 建基法 建築物（建基法第８６条の２第 ７８，０００円  



第８６条

の２第１

項の規定

による一

敷地内認

定建築物

以外の建

築物の新

築又は一

敷地内認

定建築物

の増築等

の認定の

申請に対

する審査  

１項に規定する新築又は増築等

に係る建築物に限る。以下この

号において同じ。）の数が１で

ある場合  

建築物の数が２以上である場合  ７８，０００円に１

を超える建築物の数

に２８，０００円を

乗じて得た額を加算

した額  

(51) 建基法

第８６条

の２第２

項の規定

による一

敷地内認

定建築物

以外の建

築物の新

築又は一

敷地内認

定建築物

の増築等

の許可の

申請に対

建築物（建基法第８６条の２第

１項に規定する新築又は増築等

に係る建築物に限る。以下この

号において同じ。）の数が１で

ある場合  

２２０，０００円  

建築物の数が２以上である場合  ２２０，０００円に

１を超える建築物の

数に２８，０００円

を乗じて得た額を加

算した額  



する審査  

(52) 建基法

第８６条

の２第３

項の規定

による一

敷地内許

可建築物

以外の建

築物の新

築又は一

敷地内許

可建築物

の増築等

の許可の

申請に対

する審査  

建築物（建基法第８６条の２第

３項に規定する新築又は増築等

に係る建築物に限る。以下この

号において同じ。）の数が１で

ある場合  

２２０，０００円  

建築物の数が２以上である場合  ２２０，０００円に

１を超える建築物の

数に２８，０００円

を乗じて得た額を加

算した額  

(53) 建基法第８６条の５第１項の規定によ

る一の敷地とみなすこと等の認定又は許

可の取消しの申請に対する審査  

６，４００円に現に

存する建築物の数に

１２，０００円を乗

じて得た額を加算し

た額  

(54) 建基法第８６条の６第２項の規定によ

る建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距

離又は高さに関する制限の適用除外に係

る認定の申請に対する審査  

２７，０００円  

(55) 建基法

第８６条

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの  

１９，０００円  



の８第１

項の規定

による工

事の全体

計画の認

定の申請

に対する

審査  

床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以

内のもの  

６０，０００円  

床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル

以内のもの  

６９，０００円  

床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル

以内のもの  

９４，０００円  

床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの  

１６６，０００円  

床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの  

２２７，０００円  

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの  

４０５，０００円  

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの  

５４１，０００円  

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの  

７２２，０００円  

床面積の合計が５０，０００平

方メートルを超えるもの  

１，１６２，０００  

円  

(56) 建基法

第８６条

の８第３

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの  

１９，０００円  

床面積の合計が３０平方メート ６０，０００円  



項（建基法

第８７条

の２第２

項におい

て準用す

る場合を

含む。）の

規定によ

る工事の

全体計画

の変更の

認定の申

請に対す

る審査  

ルを超え１００平方メートル以

内のもの  

床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル

以内のもの  

６９，０００円  

床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル

以内のもの  

９４，０００円  

床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの  

１６６，０００円  

床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの  

２２７，０００円  

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの  

４０５，０００円  

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの  

５４１，０００円  

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの  

７２２，０００円  

床面積の合計が５０，０００平

方メートルを超えるもの  

１，１６２，０００  

円  

(57) 建基法

第８７条

の２第１

項の規定

床面積の合計が３０平方メート

ル以内のもの  

１９，０００円  

床面積の合計が３０平方メート

ルを超え１００平方メートル以

６０，０００円  



による工

事の全体

計画の認

定の申請

に対する

審査  

内のもの  

床面積の合計が１００平方メー

トルを超え２００平方メートル

以内のもの  

６９，０００円  

床面積の合計が２００平方メー

トルを超え５００平方メートル

以内のもの  

９４，０００円  

床面積の合計が５００平方メー

トルを超え１，０００平方メー

トル以内のもの  

１６６，０００円  

床面積の合計が１，０００平方

メートルを超え２，０００平方

メートル以内のもの  

２２７，０００円  

床面積の合計が２，０００平方

メートルを超え５，０００平方

メートル以内のもの  

４０５，０００円  

床面積の合計が５，０００平方

メートルを超え１０，０００平

方メートル以内のもの  

５４１，０００円  

床面積の合計が１０，０００平

方メートルを超え５０，０００

平方メートル以内のもの  

７２２，０００円  

床面積の合計が５０，０００平

方メートルを超えるもの  

１，１６２，０００  

円  

(58) 建基法

第８７条

の３第６

項の規定

による興

使用期間が３月以内である場合  ６０，０００円  

使用期間が３月を超える場合  

 

１２０，０００円  



行場等の

一時的な

使用の許

可の申請

に対する

審査  

(59) 建基法第８７条の３第７項の規定によ

る特別興行場等の一時的な使用の許可の

申請に対する審査  

１６０，０００円  

(60) 建基令第１３７条の１２第６項又は第

７項の規定による既存建築物の大規模の

修繕又は大規模の模様替をする場合の制

限の適用除外に係る認定の申請に対する

審査  

２７，０００円  

(61) 建基令第１３７条の１６第２号の規定

による既存建築物の移転に関する制限の

適用除外に係る認定の申請に対する審査  

２７，０００円  

備考  

１  第１号アに規定する床面積の合計は、次に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。  

⑴  建築物を建築し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様

替をし、又はその用途を変更する場合（⑵及び⑶に掲げる場

合を除く。） 当該建築、大規模の修繕若しくは大規模の模

様替又は用途の変更に係る部分の床面積  

⑵  確認済証（建基法第６条第１項、第６条の２第１項又は第

１８条第３項若しくは第４項の規定による確認済証をいう。

以下同じ。）の交付を受けた建築物の計画の変更をして建築

物を建築し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、

又はその用途を変更する場合  当該計画の変更に係る部分

の床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあつては、当



該増加する部分の床面積）  

⑶  既存の建築物を増築し、当該増築する部分と一の建築物と

なる場合  当該増築する部分の床面積に、既存の建築物の床

面積の２分の１（当該増築する部分の床面積を超える場合に

あつては、当該増築する部分の床面積）を加えた床面積  

２  第１号イに規定する床面積は、省エネ法施行規則第２条第

１項第１号に掲げる基準への適合性の審査を必要とする部分

の床面積とする。  

３  第２号に規定する床面積は、次に掲げる場合の区分に応じ、

それぞれ次に定める面積について算定する。  

⑴  構造計算適合性判定に係る建築物を建築する場合（移転す

る場合を除く。） 構造計算適合性判定に係る建築物ごと（建

築物の２以上の部分がエキスパンションジョイントその他

の相互に応力を伝えない構造方法のみで接している場合は、

その部分ごと。以下同じ。）の床面積  

⑵  構造計算適合性判定に係る建築物を移転し、又は大規模の

修繕若しくは大規模の模様替をする場合  構造計算適合性

判定に係る建築物ごとに、移転又は大規模の修繕若しくは大

規模の模様替に係る建築物の床面積の２分の１ 
⑶  構造計算適合性判定を含む確認済証の交付を受けた建築

物の計画の変更をして建築物を建築し、又は大規模の修繕若

しくは大規模の模様替をする場合  構造計算適合性判定に

係る建築物ごとの床面積（増加する部分がある場合は、その

部分の床面積に２を乗じて得たものに、当該増加する部分以

外の部分の床面積を加えたもの）の２分の１  

⑷  構造計算適合性判定を含まない確認済証の交付を受けた

建築物の計画の変更をして構造計算適合性判定に係る建築

物を建築し、又は大規模の修繕若しくは大規模の模様替をす

る場合  ⑴又は⑵の床面積  

４  第５５号から第５７号までに規定する床面積の合計は、次



に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について

算定する。  

⑴  建築物を増築し、改築し、その大規模の修繕若しくは大規

模の模様替をし、又はその用途を変更する場合（⑵に掲げる

場合を除く。） 当該増築、改築、大規模の修繕若しくは大

規模の模様替又は用途の変更に係る部分の床面積  

⑵  認定を受けた建築物の計画の変更をして建築物を増築し、

改築し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又

はその用途を変更する場合  当該計画の変更に係る部分の

床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあつては、当該

増加する部分の床面積）  

５  第１号の確認の申請又は計画の通知に対する審査において、

当該確認の申請又は計画の通知に係る計画にエレベーター又

はエスカレーターに係る部分が含まれている場合の手数料は、

事務の区分に応じ、同号に掲げる額にエレベーター又はエスカ

レーター１基につき２３，０００円（確認済証の交付を受けた

エレベーター又はエスカレーターの計画を変更してエレベー

ター又はエスカレーターを設置する場合は、１基につき１６，

０００円）を加えた額とする。  

別表第２（第２条関係）  

事務  手数料の額（１件につき）  

⑴  長期

優良住

宅法第

５条第

１項か

ら第４

項まで

（長期

一戸建て

の住宅  

床面積の合計が２

００平方メートル

以内のもの  

８０，０００円（住宅の品

質確保の促進等に関する法

律（平成１１年法律第８１

号）第５条第１項に規定す

る登録住宅性能評価機関

（以下「登録住宅性能評価

機関」という。）が交付す

る当該住宅の構造及び設備



優良住

宅法第

８条第

２項に

おいて

準用す

る場合

を含

む。）

の規定

による

長期優

良住宅

建築等

計画

（長期

優良住

宅法第

５条第

１項に

規定す

る長期

優良住

宅建築

等計画

をい

う。以

下同

じ。）

が長期使用構造等である旨

が記載された確認書若しく

は住宅性能評価書又はこれ

らの写し（以下この表にお

いて「確認書等」という。）

が添付されている場合は、

１９，０００円）  

床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの  

１０４，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、３６，０００円）  

共同住宅

等  

床面積の合計が１

００平方メートル

以内のもの  

７５，０００円（確認書等

が添付されている場合は、

１９，０００円）  

床面積の合計が１

００平方メートル

を超え２００平方

メートル以内のも

の  

７９，０００円（確認書等

が添付されている場合は、

１９，０００円）  

床面積の合計が２

００平方メートル

を超え５００平方

メートル以内のも

の  

１１８，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、３６，０００円）  

床面積の合計が５

００平方メートル

を超え１，０００平

方メートル以内の

もの  

１８８，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、５７，０００円）  

床面積の合計が１，３８７，０００円（確認書



の認定

の申請

に対す

る審査

（第３

号に規

定する

ものを

除く。） 

０００平方メート

ルを超え３，０００

平方メートル以内

のもの  

等が添付されている場合

は、１０１，０００円）  

床面積の合計が３，

０００平方メート

ルを超え５，０００

平方メートル以内

のもの  

７３６，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、１７７，０００円）  

床面積の合計が５，

０００平方メート

ルを超え１０，００

０平方メートル以

内のもの  

１，２５２，０００円（確

認書等が添付されている場

合は、３０６，０００円）  

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル

以内のもの  

２，３４３，０００円（確

認書等が添付されている場

合は、５６５，０００円）  

床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え３０，０

００平方メートル

以内のもの  

３，５９８，０００円（確

認書等が添付されている場

合は、７９８，０００円）  

床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの  

４，８３８，０００円（確

認書等が添付されている場

合は、９５８，０００円）  

⑵  長期

優良住

一戸建て

の住宅  

床面積の合計が２

００平方メートル

１２０，０００円（確認書

等が添付されている場合



宅法第

５条第

５項

（長期

優良住

宅法第

８条第

２項に

おいて

準用す

る場合

を含

む。）

の規定

による

長期優

良住宅

建築等

計画又

は長期

優良住

宅法第

５条第

６項

（長期

優良住

宅法第

８条第

２項に

以内のもの  は、２８，０００円）  

床面積の合計が２

００平方メートル

を超えるもの  

１５６，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、５３，０００円）  

共同住宅

等  

床面積の合計が１

００平方メートル

以内のもの  

１１３，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、２８，０００円）  

床面積の合計が１

００平方メートル

を超え２００平方

メートル以内のも

の  

１１９，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、２８，０００円）  

床面積の合計が２

００平方メートル

を超え５００平方

メートル以内のも

の  

１７７，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、５３，０００円）  

床面積の合計が５

００平方メートル

を超え１，０００平

方メートル以内の

もの  

２８２，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、８５，０００円）  

床面積の合計が１，

０００平方メート

ルを超え３，０００

平方メートル以内

のもの  

５８１，０００円（確認書

等が添付されている場合

は、１５２，０００円）  

床面積の合計が３，

０００平方メート

１，１０４，０００円（確

認書等が添付されている場



おいて

準用す

る場合

を含

む。）

若しく

は第７

項（長

期優良

住宅法

第８条

第２項

におい

て準用

する場

合を含

む。）

の規定

による

長期優

良住宅

維持保

全計画

（長期

優良住

宅法第

５条第

６項に

規定す

る長期

ルを超え５，０００

平方メートル以内

のもの  

合は、２６６，０００円）  

床面積の合計が５，

０００平方メート

ルを超え１０，００

０平方メートル以

内のもの  

１，８７８，０００円（確

認書等が添付されている場

合は、４５９，０００円）  

床面積の合計が１

０，０００平方メー

トルを超え２０，０

００平方メートル

以内のもの  

３，５１５，０００円（確

認書等が添付されている場

合は、８４８，０００円）  

床面積の合計が２

０，０００平方メー

トルを超え３０，０

００平方メートル

以内のもの  

５，３９６，０００円（確

認書等が添付されている場

合は、１，１９７，０００

円）  

床面積の合計が３

０，０００平方メー

トルを超えるもの  

７，２５８，０００円（確

認書等が添付されている場

合は、１，４３７，０００

円）  



優良住

宅維持

保全計

画をい

う。以

下同

じ。）

の認定

の申請

に対す

る審査

（次号

に規定

するも

のを除

く。）  

⑶  長期優良住宅法第６条第２項（長期

優良住宅法第８条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による申

出を行う場合に係る長期優良住宅建

築等計画の認定の申請に対する審査  

前２号に規定する額に、別

表第１第１号アに規定する

額を加算した額  

⑷  長期優良住宅法第９条第１項又は

第３項の規定による認定長期優良住

宅建築等計画の変更の認定の申請に

対する審査  

６，３００円  

⑸  長期優良住宅法第１０条の規定に

よる長期優良住宅建築等計画又は長

期優良住宅維持保全計画の認定を受

けた地位の承継に係る承認の申請に

６，３００円  



対する審査  

⑹  長期優良住宅法第１８条第１項の

規定による住宅の容積率の特例に関

する許可の申請に対する審査  

１６０，０００円  

備考   

１  第１号及び第２号に規定する床面積の合計は、次に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定する。 

⑴  建築物を建築する場合（⑵に掲げる場合を除く。） 当該

建築に係る部分の床面積  

⑵  認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅

維持保全計画を変更する場合  当該長期優良住宅建築等計

画又は長期優良住宅維持保全計画の変更に係る部分の床面

積の２分の１（床面積の増加する部分にあつては、当該増加

する部分の床面積）  

⑶  既存建築物を長期優良住宅として維持保全しようとする

場合  当該建築物の床面積  

２  構造計算適合性判定を要する建築物における第３号に規定

する手数料の額は、第１号及び第２号に規定する額に、別表第

１第２号に規定する額を加算した額とする。この場合において、

同号中「前号」とあるのは、「前号ア」とする。  

３  第３号の長期優良住宅建築等計画の認定の申請に対する審

査において、当該申請に係る計画に、エレベーター又はエスカ

レーターに係る部分が含まれている場合の手数料は、同号に掲

げる額にエレベーター又はエスカレーター１基につき２３，０

００円（認定（長期優良住宅法第５条第６項及び第７項に規定

する認定を除く。）を受けたエレベーター又はエスカレーター

の計画を変更してエレベーター又はエスカレーターを設置す

る場合は、１基につき１６，０００円）を加えた額とする。  

別表第３（第２条関係）  



事務  
手数料の額（１件に

つき）  

⑴  一戸建

ての住宅

に係る都

市低炭素

化法第５

３条第１

項の規定

による低

炭素建築

物新築等

計画（同

項に規定

する低炭

素建築物

新築等計

画をいう

。以下同

じ。）の

認定の申

請若しく

は都市低

炭素化法

第５５条

第１項の

規定によ

る低炭素

計画の変

省エネ誘導仕様

基準（基準省令

第１０条第２号

イ⑵及びロ⑵に

規定する基準を

いう。以下同じ

。）に適合させ

る場合  

２００平方メー

トル以内のもの  

２０，０００円  

２００平方メー

トルを超えるも

の  

２１，０００円  

誘導仕様・計算

併用法（基準省

令第１０条第２

号イ⑵及びロ⑴

に規定する基準

又は同号イ⑴及

びロ⑵に規定す

る基準により算

出する方法をい

う。以下同じ。

）により評価す

る場合  

２００平方メー

トル以内のもの  

４１，０００円  

２００平方メー

トルを超えるも

の  

４２，０００円  

適合証（都市低炭素化法第５４

条第１項第１号の基準に適合す

ることを登録住宅性能評価機関

又は省エネ法第１４条第１項に

規定する登録建築物エネルギー

消費性能判定機関（以下「登録

建築物エネルギー消費性能判定

５，３００円  



更の認定

の申請（

第４号に

規定する

ものを除

く。）又

は都市低

炭素化法

施行規則

第４６条

の２の規

定による

軽微な変

更に該当

している

ことを証

する書面

の交付の

申請に対

する審査  

機関」という。）が証する書類

をいう。次号及び第３号アにお

いて同じ。）が添付されている

場合  

その他の場合  ２００平方メー

トル以内のもの  

５５，０００円  

 ２００平方メー

トルを超えるも

の  

５６，０００円  

⑵  一戸建

ての住宅

以外の建

築物（当

該建築物

が住宅の

用途のみ

に供され

るもので

全ての住戸を省

エネ誘導仕様基

準に適合させる

場合（共用部分

の評価を行わな

い場合に限る。

）  

３００平方メー

トル以内のもの  

３７，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

６５，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

１１８，０００円  



ある場合

に限る。

）に係る

都市低炭

素化法第

５３条第

１項の規

定による

低炭素建

築物新築

等計画の

認定の申

請若しく

は都市低

炭素化法

第５５条

第１項の

規定によ

る低炭素

計画の変

更の認定

の申請（

第４号に

規定する

ものを除

く。）又

は都市低

炭素化法

施行規則

メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１７８，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

３１６，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

５３８，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

９４８，０００円  

全ての住戸を誘

導仕様・計算併

用法により評価

する場合（共用

部分の評価を行

わない場合に限

る。）  

３００平方メー

トル以内のもの  

１０１，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２０８，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

３９１，０００円  



第４６条

の２の規

定による

軽微な変

更に該当

している

ことを証

する書面

の交付の

申請に対

する審査  

メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

５５７，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

８９８，０００円  

 ２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，３８２，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

２，１１０，０００  

        円  

適合証が添付さ

れている場合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１１，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２３，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

５１，０００円  



メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

９２，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１３７，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

２０８，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３１７，０００円  

その他の場合  ３００平方メー

トル以内のもの  

１３９，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２９０，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

５４１，０００円  



メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

７６８，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１，２４５，０００  

        円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，９２１，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

２，９３７，０００  

        円  

⑶  一戸建

ての住宅

以外の建

築物（当

該建築物

が住宅の

用途のみ

に供され

るもので

当該建築物に係るア及びイの表に掲げる部分の床面

積の合計の区分に応じ、当該ア及びイの表に定める額

を合算した額  

ア  住宅の用途に供する部分の床面積の合計  

全ての住戸を省

エネ誘導仕様基

準に適合させる

場合（共用部分

の評価を行わな

３００平方メー

トル以内のもの  

３７，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

６５，０００円  



ある場合

を除く。

）のうち

建築物全

体又は住

宅の用途

に供する

部分若し

くは非住

宅部分に

係る都市

低炭素化

法第５３

条第１項

の規定に

よる低炭

素建築物

新築等計

画の認定

の申請若

しくは都

市低炭素

化法第５

５条第１

項の規定

による低

炭素計画

の変更の

認定の申

い場合に限る。

）  

トル以内のもの  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

１１８，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１７８，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

３１６，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

５３８，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

９４８，０００円  

全ての住戸を誘

導仕様・計算併

用法により評価

する場合（共用

部分の評価を行

３００平方メー

トル以内のもの  

１０１，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

２０８，０００円  



請（第４

号に規定

するもの

を除く。

）又は都

市低炭素

化法施行

規則第４

６条の２

の規定に

よる軽微

な変更に

該当して

いること

を証する

書面の交

付の申請

に対する

審査  

わない場合に限

る。）  

トル以内のもの  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

３９１，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

５５７，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

８９８，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，３８２，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

２，１１０，０００  

        円  

適合証が添付さ

れている場合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１１，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

２３，０００円  



トル以内のもの  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

５１，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

９２，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１３７，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

２０８，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３１７，０００円  

その他の場合  ３００平方メー

トル以内のもの  

１３９，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

２９０，０００円  



トル以内のもの  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

５４１，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

７６８，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１，２４５，０００  

        円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，９２１，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

２，９３７，０００  

        円  

イ  ア以外の部分の床面積の合計  

誘導モデル建物

法（基準省令第

１０条第１号イ

⑵及びロ⑵（工

３００平方メー

トル以内のもの  

１３４，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

１５５，０００円  



場等にあつては

、同号ロ⑵）の

規定により評価

する方法をいう

。以下同じ。）

により評価する

場合  

０００平方メー

トル以内のもの  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

１９０，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

３３３，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

４２０，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

５３２，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

６００，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

７３３，０００円  



えるもの  

適合証（都市低

炭素化法第５４

条第１項第１号

の基準に適合す

ることを登録建

築物エネルギー

消費性能判定機

関が証する書類

をいう。）が添

付されている場

合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１１，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

１９，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

３１，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

９２，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１４５，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１８３，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

２２９，０００円  



え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３２１，０００円  

その他の場合  ３００平方メー

トル以内のもの  

３５９，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

４０５，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

４８５，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

７８０，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

９３０，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

１，１８３，０００  

        円  



え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，２９０，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

１，４９７，０００  

        円  

⑷  都市低

炭素化法

第５４条

第２項（

都市低炭

素化法第

５５条第

２項にお

いて準用

する場合

を含む。

）の規定

による申

出を行う

場合に係

る低炭素

建築物新

築等計画

前３号の区分に応じこれらの号に規定する額に、別表

第１第１号アに規定する額を加算した額  



の認定の

申請に対

する審査  

備考  

１  第１号から第３号までに規定する床面積の合計は、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定

する。  

⑴  低炭素化のための建築物の新築等をする場合  当該建築

物の新築等に係る部分の床面積  

⑵  認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をする場合  

当該低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の建築物の

床面積の２分の１（床面積の増加する部分にあつては、当該

増加する部分の床面積）  

２  構造計算適合性判定を要する建築物における第４号に規定

する手数料の額は、第１号から第３号までの区分に応じこれら

の号に規定する額に、別表第１第２号に規定する額を加算した

額とする。この場合において、同号中「前号」とあるのは、「前

号ア」とする。  

３  第４号の低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審

査において、当該申請に係る計画に、エレベーター又はエスカ

レーターに係る部分が含まれている場合の手数料は、同号に掲

げる額にエレベーター又はエスカレーター１基につき２３，０

００円（認定を受けたエレベーター又はエスカレーターの計画

を変更してエレベーター又はエスカレーターを設置する場合

は、１基につき１６，０００円）を加えた額とする。  

別表第４（第２条関係）  

事務  
手数料の額（１件に

つき）  

⑴  建築物 建築物のアからエまでの表に掲げる部分の床面積の



エネルギ

ー消費性

能適合性

判定の申

請又は省

エネ法施

行規則第

１３条の

規定によ

る軽微な

変更に該

当してい

ることを

証する書

面の交付

の申請に

対する審

査  

合計の区分に応じ、当該アからエまでの表に定める額

を合算した額  

ア  一戸建ての住宅の住宅部分の床面積の合計  

省エネ仕様基準

（基準省令第１

条第１項第２号

イ⑵及びロ⑵（

同号イただし書

の国土交通大臣

が定める基準に

適合する住宅に

あつては、同号

ロ⑵）の基準を

いう。以下同じ

。）に適合させ

る場合  

２００平方メー

トル以内のもの  

２０，０００円  

２００平方メー

トルを超えるも

の  

２１，０００円  

仕様・計算併用

法（基準省令第

１条第１項第２

号イ⑴及びロ⑵

に規定する基準

又は同号イ⑵及

びロ⑴に規定す

る基準により算

出する方法をい

う。）により評

価する方法をい

う。以下同じ。

）により評価す

２００平方メー

トル以内のもの  

４１，０００円  

 

２００平方メー

トルを超えるも

の  

４２，０００円  

 



る場合  

他の建築物（省エネ法第３０条

第１項の認定を受けた建築物エ

ネルギー消費性能向上計画（省

エネ法第２９条第１項の建築物

エネルギー消費性能向上計画を

いう。以下同じ。）に係る同条

第３項に規定する他の建築物を

いう。以下同じ。）である場合  

５，３００円  

その他の場合  ２００平方メー

トル以内のもの  

５５，０００円  

 ２００平方メー

トルを超えるも

の  

５６，０００円  

イ  共同住宅等の住宅部分の床面積の合計  

全ての住戸を省

エネ仕様基準に

適合させる場合

（共用部分に係

る審査を要しな

い場合に限る。

）  

３００平方メー

トル以内のもの  

３７，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

６５，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

１１８，０００円  



５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１７８，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

３１６，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

５３８，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

９４８，０００円  

全ての住戸を仕

様・計算併用法

により評価する

場合（共用部分

に係る審査を要

しない場合に限

る。）  

３００平方メー

トル以内のもの  

１０１，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２０８，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

３９１，０００円  



５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

５５７，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

８９８，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，３８２，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

２，１１０，０００  

        円  

他の建築物の場

合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１１，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２３，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

５１，０００円  



５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

９２，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１３７，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

２０８，０００円  

 ５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３１７，０００円  

その他の場合  ３００平方メー  １３９，０００円  

 トル以内のもの   

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２９０，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

５４１，０００円  



５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

７６８，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１，２４５，０００  

        円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，９２１，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

２，９３７，０００  

        円  

 ウ  工場等の用途に供する部分の床面積の合計  

 モデル建物法（

基準省令第１条

第１項第１号ロ

に規定する基準

により評価する

方法をいう。以

下同じ。）によ

り評価する場合  

３００平方メー

トル以内のもの  

２１，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

３０，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

４３，０００円  



もの  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

１０８，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１６３，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

２０３，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

２５２，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３５０，０００円  

他の建築物の場

合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１１，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

１９，０００円  



トル以内のもの  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

３１，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

９２，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１４５，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１８３，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

２２９，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３２１，０００円  



その他の場合  ３００平方メー

トル以内のもの  

２６，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

３５，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

４９，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

１１６，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１７２，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

２１２，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

２６３，０００円  



平方メートル以

内のもの  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３６３，０００円  

 エ  アからウまで以外の部分の床面積の合計  

モデル建物法に

より評価する場

合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１３４，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

１５５，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

１９０，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

３３３，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

４２０，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

５３２，０００円  



え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

６００，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

７３３，０００円  

 他の建築物の場

合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１１，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

１９，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

３１，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

９２，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１４５，０００円  



１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１８３，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

２２９，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３２１，０００円  

その他の場合  ３００平方メー

トル以内のもの  

３５９，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

４０５，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

４８５，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

７８０，０００円  



５，０００平方

メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

９３０，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１，１８３，０００  

        円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，２９０，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

１，４９７，０００  

        円  

⑵  省エネ

法第２９

条第１項

又は第３

１条第１

項の規定

による建

築物エネ

当該住宅に係る次の表に掲げる床面積の合計の区分

に応じ、同表に定める額  

省エネ誘導仕様

基準に適合させ

る場合  

２００平方メー

トル以内のもの  

２０，０００円  

２００平方メー

トルを超えるも

の  

２１，０００円  

誘導仕様・計算 ２００平方メー ４１，０００円  



ルギー消

費性能向

上計画（

一戸建て

の住宅に

係るもの

に限る。

）の認定

の申請に

対する審

査（第４

号に規定

するもの

を除く。   

併用法により評

価する場合  

トル以内のもの  

２００平方メー

トルを超えるも

の  

４２，０００円  

適合証（省エネ法第３０条第１

項各号に掲げる基準に適合する

ことを登録住宅性能評価機関又

は登録建築物エネルギー消費性

能判定機関が証する書類をいう

。次号アにおいて同じ。）が添

付されている場合  

５，３００円  

その他の場合  ２００平方メー

トル以内のもの  

５５，０００円  

２００平方メー  ５６，０００円  

 ）   トルを超えるも

の  

 

⑶  省エネ

法第２９

条第１項

又は第３

１条第１

項の規定

による建

築物エネ

ルギー消

費性能向

上計画（

一戸建て

の住宅以

当該建築物に係るア及びイの表に掲げる部分の床面

積の合計の区分に応じ、当該ア及びイの表に定める額

を合算した額  

ア  住宅部分の床面積の合計  

全ての住戸を省

エネ誘導仕様基

準に適合させる

場合（共用部分

に係る審査を要

しない場合に限

る。）  

３００平方メー

トル以内のもの  

３７，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

６５，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

１１８，０００円  



外の建築

物に係る

ものに限

る。）の

認定の申

請に対す

る審査（

次号に規

定するも

のを除く

。）  

メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１７８，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

３１６，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

５３８，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

９４８，０００円  

全ての住戸を誘

導仕様・計算併

用法により評価

する場合（共用

部分に係る審査

を要しない場合

に限る。）  

３００平方メー

トル以内のもの  

１０１，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２０８，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

３９１，０００円  



メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

５５７，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

８９８，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，３８２，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

２，１１０，０００  

        円  

適合証が添付さ

れている場合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１１，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２３，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

５１，０００円  



メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

９２，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１３７，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

２０８，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

３１７，０００円  

その他の場合  ３００平方メー

トル以内のもの  

１３９，０００円  

３００平方メー

トルを超え２，

０００平方メー

トル以内のもの  

２９０，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

５４１，０００円  



メートル以内の

もの  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

７６８，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１，２４５，０００  

        円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

１，９２１，０００  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

２，９３７，０００  

        円  

イ  ア以外の部分の床面積の合計  

誘導モデル建物

法により評価す

る場合  

３００平方メー

トル以内のもの  

１３４，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

１５５，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

１９０，０００円  



２，０００平方

メートル以内の

もの  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

３３３，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

４２０，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

５３２，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

６００，０００円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

７３３，０００円  

適合証（省エネ

法第３０条第１

項各号に掲げる

３００平方メー

トル以内のもの  

１１，０００円  

３００平方メー １９，０００円  



基準に適合する

ことを登録建築

物エネルギー消

費性能判定機関

が証する書類を

いう。）が添付

されている場合  

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

３１，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

９２，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

１４５，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１８３，０００円  

２５，０００平

方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

２２９，０００円  

５０，０００平 ３２１，０００円  



方メートルを超

えるもの  

その他の場合  ３００平方メー

トル以内のもの  

３５９，０００円  

３００平方メー

トルを超え１，

０００平方メー

トル以内のもの  

４０５，０００円  

１，０００平方

メートルを超え

２，０００平方

メートル以内の

もの  

４８５，０００円  

２，０００平方

メートルを超え

５，０００平方

メートル以内の

もの  

７８０，０００円  

５，０００平方

メートルを超え

１０，０００平

方メートル以内

のもの  

９３０，０００円  

１０，０００平

方メートルを超

え２５，０００

平方メートル以

内のもの  

１，１８３，０００  

        円  

２５，０００平 １，２９０，０００  



方メートルを超

え５０，０００

平方メートル以

内のもの  

        円  

５０，０００平

方メートルを超

えるもの  

１，４９７，０００  

        円  

⑷  省エネ

法第３０

条第２項

の規定に

よる申出

を行う場  

前２号の区分に応じこれらの号に規定する額に、別表

第１第１号アに規定する額を加算した額  

合に係る

建築物エ

ネルギー

消費性能

向上計画

の認定の

申請に対

する審査  

 

備考  

１  第１号から第３号までに規定する床面積の合計は、次に掲

げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める面積について算定

する。  

⑴  建築物エネルギー消費性能適合性判定を受ける場合（⑵に

掲げる場合を除く。） 当該建築物エネルギー消費性能適合

性判定に係る建築物の部分（共用部分に係る審査を要しない

場合は、当該共用部分を除く。）の床面積  

⑵  建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エ



ネルギー消費性能確保計画を変更して建築物エネルギー消

費性能適合性判定を受ける場合  当該建築物エネルギー消

費性能確保計画の変更に係る部分（共用部分に係る審査を要

しない場合は、当該共用部分を除く。）の建築物の床面積の

２分の１（床面積の増加する部分（共用部分に係る審査を要

しない場合は、当該共用部分を除く。）にあつては、当該増

加する部分の床面積）  

⑶  省エネ法施行規則第１３条の規定により軽微な変更に該

当していることを証する書面の交付を求める場合  当該変

更に係る部分（共用部分に係る審査を要しない場合は、当該

共用部分を除く。）の建築物の床面積の２分の１（床面積の

増加する部分（共用部分に係る審査を要しない場合は、当該

共用部分を除く。）にあつては、当該増加する部分の床面積） 

⑷  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請する場

合  省エネ法第２９条第１項のエネルギー消費性能の一層

の向上のための建築物の新築等に係る部分（共用部分に係る

審査を要しない場合は、当該共用部分を除く。）の床面積  

⑸  認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

をする場合  当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変

更に係る部分（共用部分に係る審査を要しない場合は、当該

共用部分を除く。）の建築物の床面積の２分の１（床面積の

増加する部分（共用部分に係る審査を要しない場合は、当該

共用部分を除く。）にあつては、当該増加する部分の床面積） 

２  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定を申請する場合

又は認定を受けた建築物エネルギー消費性能向上計画の変更

をする場合の審査に係る建築物の数が１を超えるときにおけ

る手数料の額は、当該建築物ごとに算定する手数料の額を合算

した額とする。  

３  建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請があつた

場合において、住宅の品質確保の促進等に関する法律第６条第



１項に規定する設計住宅性能評価書の写し（当該申請に係る建

築物が当該認定に係る基準に適合することを確かめることが

できるものに限る。）が提出されたときは、第２号及び第３号

アに規定する適合証が添付されたものとみなす。  

４  構造計算適合性判定を要する建築物における第４号に規定

する手数料の額は、第２号及び第３号の区分に応じこれらの号

に規定する額に、別表第１第２号に規定する額を加算した額と

する。この場合において、同号中「前号」とあるのは、「前号

ア」とする。  

５  第４号の建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請

に対する審査において、当該申請に係る計画に、エレベーター

又はエスカレーターに係る部分が含まれている場合の手数料

は、同号に掲げる額にエレベーター又はエスカレーター１基に

つき２３，０００円（認定を受けたエレベーター又はエスカレ

ーターの計画を変更してエレベーター又はエスカレーターを

設置する場合は、１基につき１６，０００円）を加えた額とす

る。  

 


